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（表面）
（その１）　　　　　　　　　　　　　 
	住所
	あなたの下水道事業受益者負担金は下記のとおりです。
期別ごとの納期日までに納入してください。

	受益者又は
納付管理人
	
	

	納付管理人設定
の場合の受益者
	
	


年　　月　　日
富岡町長　　　　　　　　　印
※決定した負担金の総額及び分割納付の内訳
	区分
	負担金賦課総額
	納付済額
	本年度納付額
	翌年度以降納付額
	

	金額
	円
	円
	円
	円
	



	本年度の期別納付額
	期別納付額
	
	銀行コード
	

	
	第１期
	第２期
	第３期
	第４期
	
	台帳番号
	

	金額
	円
	円
	円
	円
	
	

	納期
	年６月１日から
年６月30日まで
	年９月１日から
年９月30日まで
	年12月１日から
年12月25日まで
	年２月１日から
年２月末日まで
	
	




（裏面）
	◎賦課の根拠及び注意事項
１　受益者負担金賦課の根拠
この負担金は都市計画法第75条第１項及び、富岡町都市計画下水道事業受益者負担金条例の規定に基づき受益者（土地所有者又はその権利等）に賦課されたものです。
２　納付の方法
負担金は総額を５年に分割し、さらに各年度分を年４回の納期に分けて納めていただきます。（条例第５条第４項、同施行規則第７条）
３　延滞金
納期限までに納入されないときは納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日までの期間については年7.3％）の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収します。また督促状を発してその指定期限までに納入されないときは国税徴収法の例によって滞滞処分を行うことになります。（都市計画法第75条第４項・第５項）
４　審査請求
この納入通知書に記載された事項について不服がある場合はこの通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。（行政不服審査法第２条）
５　納付管理人の設定
受益者が町内に住（居）所を有しないときは負担金納付に関する事項を処理させるために町内に居住する者のうちから納付管理人を定め町長に届け出なければなりません。（条例施行第16条）
６　受益者の変更があった場合の届出
受益者の変更があった場合は変更があった日から10日以内に新旧の受益者連名で町長に届け出なければなりません。（条例施行規則第17条）
７　納入の場所
下記の富岡町指定金融機関等のうち便利のよい所に納めてください。

	
	指定
金融機関
	東邦銀行本・支店（東邦銀行富岡町役場派出所）
	収納代理金融機関
	福島相互銀行本・支店
大東相互銀行本・支店
相双信用組合本・支店
	あぶくま信用金庫本・支店
南双葉農業協同組合
富岡支所・夜の森支所
	

	



